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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成30年5月31日(2018.5.31)

【公表番号】特表2017-514228(P2017-514228A)
【公表日】平成29年6月1日(2017.6.1)
【年通号数】公開・登録公報2017-020
【出願番号】特願2016-563068(P2016-563068)
【国際特許分類】
   Ｇ０７Ｄ   7/12     (2016.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０７Ｄ    7/12     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   31/12     　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   31/12     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成30年4月16日(2018.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品（１１４）の独自性を検証するための検証装置（１１０）であって、前記検証装置
（１１０）は、
　少なくとも１つの光ビーム（１２２）で物品（１１４）の少なくとも１つの安全マーク
（１２４）を照明するための少なくとも１つの照明源（１１６）、
　安全マーク（１２４）との前記光ビーム（１２２）の相互作用の後の検出に適合された
少なくとも１つの検出器（１１８）、ここで、前記検出器（１１８）は少なくとも１つの
光センサ（１２８）を有し、前記光センサ（１２８）は少なくとも１つのセンサ領域（１
３０）を有し、前記光センサ（１２８）は前記光ビーム（１２２）による前記センサ領域
（１３０）の照明に依存した様態で少なくとも１つのセンサ信号を形成するように設計さ
れ、前記センサ信号は、前記照明の総出力が一定である場合に、前記センサ領域（１３０
）における前記光ビーム（１２２）のビーム横断面に依存する、
　及び
　前記センサ信号の評価及び前記センサ信号に基づく前記物品（１１４）の前記独自性の
検証に適合された少なくとも１つの評価装置（１２０）
を備える。
【請求項２】
　請求項１に係る前記検証装置（１１０）において、前記評価装置（１２０）は、前記安
全マーク（１２４）との前記光ビーム（１２２）の前記相互作用によって惹起された、前
記光ビーム（１２２）の少なくとも１つの特性の少なくとも１つの変更を前記センサ信号
の評価によって決定するように適合される。
【請求項３】
　請求項２に係る前記検証装置（１１０）において、前記評価装置（１２０）は、少なく
とも１つの予め決定された変更と前記光ビーム（１２２）の前記少なくとも１つの特性の
変更を比較するように適合される。
【請求項４】
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　請求項２乃至３の何れか１項に係る前記検証装置（１１０）において、前記安全マーク
（１２４）との前記相互作用によって変更される前記光ビーム（１２２）の前記少なくと
も１つの特性は、前記光ビーム（１２２）のビームパラメータ、前記光ビーム（１２２）
の偏光、前記光ビーム（１２２）のスペクトル特性、前記光ビーム（１２２）の合焦又は
非合焦、前記光ビーム（１２２）の伝播方向からなる群から選ばれる。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に係る前記検証装置（１１０）において、前記評価装置（
１２０）は、前記センサ信号の評価によって及び前記光ビーム（１２２）の既知のビーム
特性の考慮によって前記センサ領域（１３０）における前記光ビーム（１２２）のビーム
横断面を決定するように適合される。
【請求項６】
　請求項５に係る前記検証装置（１１０）において、前記評価装置（１２０）は、前記安
全マーク（１２４）との前記相互作用によって惹起される前記光ビーム（１２２）の前記
ビーム横断面の変化を決定するように適合される。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に係る前記検証装置（１１０）において、前記光センサ（
１２８）は、有機光検出器である。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に係る前記検証装置（１１０）において、前記光センサ（
１２８）は、少なくとも１つの感光層構成を備え、前記感光層構成は、少なくとも１つの
第１の電極、少なくとも１つの第２の電極及び前記第１の電極と前記第２の電極との間に
挟まれた少なくとも１つの光起電材料を備え、前記光起電材料は、少なくとも１つの有機
材料を備える。
【請求項９】
　請求項８に係る前記検証装置（１１０）において、前記感光層構成は、ｎ型半導体金属
酸化物を備え、前記感光層構成は、前記ｎ型半導体金属酸化物の表面に置かれた少なくと
も１つの固体相ｐ型半導体有機材料を更に備える。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に係る前記検証装置（１１０）において、前記検出器（１
１８）は、少なくとも２つの光センサ（１２８）の積み重ね（１４６）を備える。
【請求項１１】
　物品（１１４）の独自性を検証するための検証システム（１１２）であって、前記検証
システム（１１２）は、請求項１乃至１０の何れか１項に係る少なくとも１つの検証装置
（１１０）を備え、前記検証システム（１１２）は少なくとも１つの物品（１１４）を更
に備え、前記少なくとも１つの物品（１１４）は少なくとも１つの安全マーク（１２４）
を有し、前記安全マーク（１２４）は前記少なくとも１つの光ビーム（１２２）と相互作
用するように適合され、前記安全マーク（１２４）は、前記光ビーム（１２２）との相互
作用の際に前記光ビーム（１２２）の少なくとも１つの特性を変更するように適合される
。
【請求項１２】
　請求項１１に係る検証システム（１１２）において、安全マーク（１２４）は、光ビー
ム（１２２）の少なくとも１つのビームパラメータを変更するように適合された要素、レ
ンズ（１２６）又はレンズ系、偏光子、格子、光ビーム（１２２）の少なくとも１つのス
ペクトル特性を変更するための要素、光ビーム（１２２）の伝播方向を変更するための要
素からなる群から選ばれた少なくとも１つの要素を備える。
【請求項１３】
　請求項１１乃至１２の何れか１項に係る検証システム（１１２）において、前記安全マ
ーク（１２４）は、反射安全マーク（１２４）及び透過安全マーク（１２４）の１つであ
る。
【請求項１４】
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　請求項１１乃至１３の何れか１項に係る検証システム（１１２）において、前記安全マ
ーク（１２４）は、前記光ビーム（１２２）の中に二次元構造を形成するように適合され
、前記検出器（１１８）は、前記二次元構造を少なくとも部分的に決定するように適合さ
れる。
【請求項１５】
　請求項１１乃至１４の何れか１項に係る検証システム（１１２）において、前記物品（
１１４）は、少なくとも１つの付加的な識別子（１４８）を更に備え、前記検証装置（１
１０）は、前記付加的な識別子（１４８）から少なくとも１つの検証情報項目を読み出す
ように適合されると共に前記評価装置（１２０）は、前記物品（１１４）の前記独自性の
検証の間に前記少なくとも１つの検証情報項目を使用するように適合される。
【請求項１６】
　物品（１１４）の独自性を検証するための方法であって、前記方法は、
　少なくとも１つの照明源（１１６）の使用による、少なくとも１つの光ビーム（１２２
）での前記物品（１１４）の少なくとも１つの安全マーク（１２４）の照明、
　検出器（１１８）の使用による、前記安全マーク（１２４）との前記光ビーム（１２２
）の相互作用の後の光ビーム（１２２）の検出、ここで、前記検出器（１１８）は少なく
とも１つの光センサ（１２８）を有し、前記光センサ（１２８）は少なくとも１つのセン
サ領域（１３０）を有し、前記光センサ（１２８）は前記光ビーム（１２２）による前記
センサ領域（１３０）の照明に依存した様態で少なくとも１つのセンサ信号を形成するよ
うに設計され、前記センサ信号は、前記照明の総出力が一定である場合に、前記センサ領
域（１３０）における前記光ビーム（１２２）のビーム横断面に依存する、
　及び
　少なくとも１つの評価装置（１２０）の使用による、前記センサ信号の評価及び前記セ
ンサ信号に基づく前記物品（１１４）の前記独自性の検証
のステップを備える。
【請求項１７】
　請求項４に係る前記検証装置（１１０）において、前記光ビーム（１２２）の前記ビー
ムパラメータは、ビームウエスト、レーリ長、焦点位置、焦点位置でのビームウエスト、
ガウスビームパラメータからなる群から選ばれる。
【請求項１８】
　請求項４に係る前記検証装置（１１０）において、前記光ビームの前記スペクトル特性
は、前記光ビーム（１２２）の色、前記光ビーム（１２２）の波長の少なくとも１つであ
る。
【請求項１９】
　請求項７に係る前記検証装置（１１０）において、前記有機光検出器は有機太陽電池で
ある。
【請求項２０】
　請求項１９に係る前記検証装置（１１０）において、前記有機太陽電池は色素増感太陽
電池である。
【請求項２１】
　請求項２０に係る前記検証装置（１１０）において、前記色素増感太陽電池は固体相色
素増感太陽電池である。
【請求項２２】
　請求項９に係る前記検証装置（１１０）において、前記ｎ型半導体金属酸化物はナノ多
孔質ｎ型半導体金属酸化物である。
【請求項２３】
　請求項１２に係る前記検証システム（１１２）において、前記光ビーム（１２２）の少
なくとも１つのビームパラメータを変更するように適合された前記要素は、ビームパラメ
ータが、ビームウエスト、レーリ長、焦点位置、焦点位置でのビームウエスト、ガウスビ
ームパラメータからなる群から選ばれる。
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【請求項２４】
　請求項１２に係る前記検証システム（１１２）において、前記レンズ（１２６）又はレ
ンズ系はフレネルレンズである。
【請求項２５】
　請求項１２に係る前記検証システム（１１２）において、前記光ビーム（１２２）の少
なくとも１つのビームパラメータを変えるための前記要素は、少なくとも１つの要素が、
カラーフィルタ及び波長選択反射要素からなる群から選ばれる。
【請求項２６】
　請求項１２に係る前記検証システム（１１２）において、前記光ビーム（１２２）の伝
播方向を変えるための前記要素は反射要素である。
【請求項２７】
　物品（１１４）の独自性を検証するための方法であって、前記方法は光センサ（１２８
）の使用を備え、前記光センサ（１２８）は少なくとも１つのセンサ領域（１３０）を有
し、前記光センサ（１２８）は、光ビーム（１２２）による前記センサ領域（１３０）の
照明に依存した様態で少なくとも１つのセンサ信号を形成するように設計され、前記セン
サ信号は、前記照明の総出力が一定である場合に、前記センサ領域（１３０）における前
記光ビーム（１２２）のビーム横断面に依存する。
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